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 原議保存期間 20年（令和27年３月31日まで）

 有 効 期 間 一種

  各管区警察局広域調整担当部長 警 察 庁 丁 運 発 第 7 7 号

  警 視 庁 交 通 部 長　殿 令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日

 各道府県警察（方面）本部長 警察庁交通局運転免許課長

 （参考送付先）

 　警察大学校交通教養部長

 　科学警察研究所交通科学部長

 運転経歴情報記録個人番号カードの運用上の留意事項について（通達）

この度、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）、道路交

通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置

に関する政令（令和６年政令第335号）及び道路交通法施行規則の一部を改正す

る内閣府令（令和６年内閣府令第97号）の施行に伴い、運転経歴情報記録個人

番号カード（その者に係る運転経歴情報が記録された個人番号カード（以下

「マイナンバーカード」という。）をいう。以下「マイナ経歴証明書」とい

 う。）の運用が開始されることとされた。

これを受け、マイナ経歴証明書の適正、斉一な運用を図るため、その運用上

の留意事項を下記のとおり定め、令和７年３月24日から運用することとしたの

 で、事務処理上遺憾のないようにされたい。

 記

 １　マイナ経歴証明書の運用

 (1)　運転経歴情報の記録の申請等

　　　これまで、申請による運転免許の取消しを受けた者又は運転免許が失効

した者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会（以下「住所地

公安委員会」という。）に対し、優良運転者、一般運転者又は違反運転者

等の区分に準じた区分（以下「運転経歴区分」という。）により表示する

書面（以下「運転経歴証明書」という。）の交付を申請することができる

こととされていたが、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」とい

う。）第105条の２第３項において、申請による運転免許の取消しを受けた

者又は運転免許が失効した者は、住所地公安委員会に対し、自動車等の運

転に関する経歴について運転経歴区分により示した情報（以下「運転経歴

情報」という。）をその者のマイナンバーカードの区分部分に記録するこ

 とを申請することができることとされた。
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 　　　これにより、申請者は、運転経歴証明書等の保有状況を

 　　　・　運転経歴証明書のみ

 　　　・　マイナ経歴証明書のみ

 　　　・　運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書の双方

　　の３つから選択することが可能となるところ、運転経歴情報の記録事務に

 おいては以下の点に留意し、事務処理上誤りのないようにすること。

 ア　申請書

運転経歴情報の記録の申請は、都道府県公安委員会規則で定める運転

経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとされたことから、都道府

 県公安委員会規則で当該申請書の様式等必要な規定を整備すること。

また、当該申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き

申請用写真の添付を求めることとされたことから、必要に応じて、都道

 府県公安委員会規則で必要な規定を整備すること。

 イ　提示書類

運転経歴証明書の交付又は運転経歴情報の記録を受けようとする者は、

以下の区分に応じ、それぞれ以下に掲げる書類を提示する必要があるこ

 とから、当該書類の提示を確認すること。

・　運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書を有しない者であって、運

 転経歴証明書の交付の申請のみを行うもの

住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足り

 る書類

・　マイナ経歴証明書を有する者であって、運転経歴証明書の交付の

 申請をする者

 マイナ経歴証明書

 ・　運転経歴情報の記録の申請をする者

 マイナンバーカード

 　　ウ　運転経歴情報の具体的内容

　　　　マイナ経歴証明書に記録される運転経歴情報の具体的内容について　

 　　　は、

 　　　　・　運転経歴情報記録の番号

　　　　・　運転経歴情報の記録を受けた者が法第104条の４第２項の規定によ

る免許の取消しを受けた日又は免許証等の有効期間が満了する日に

 おいて受けていた免許の年月日及び種類

 ・　運転経歴情報の記録年月日

・　運転経歴情報の記録を受けた者が法第104条の４第２項の規定によ



- 3 -

る免許の取消しを受けた日又は免許が効力を失った日前５年間の自

 動車等の運転に関する経歴

・　運転経歴情報の記録を受けた者の写真その他公安委員会が必要と

 認める事項

 である。

 　　エ　運転経歴情報の記録方法　　　　

　　　　特定免許情報の記録と同様に、マイナンバーカードに運転経歴情報を

記録するためには、その前提として、運転者管理業務における免許ＡＰ

搭載システム（マイナンバーカードへのアプリケーションの搭載、削除、

管理を可能とするためのシステムをいう。）によりマイナンバーカード

に拡張利用領域の生成を行った上で免許ＡＰ（特定免許情報及び運転経

歴情報を登録するためのカードＡＰをいう。以下同じ。）を搭載する必

 要があるため、遺漏のないよう留意すること。

　　　　なお、マイナ免許証を有していた者のマイナンバーカードに運転経歴

情報を記録する場合には、免許情報記録を抹消する必要があるが、当該

マイナンバーカードには既に免許ＡＰが搭載されているため、運転経歴

 情報の記録のための再度の免許ＡＰ搭載は不要である。

　　　　運転経歴情報の記録は、免許ＡＰが搭載されたマイナンバーカードに

対し、警察共通基盤システムによる運転者管理システムにより行うこと。

運転経歴情報の記録に際しては、マイナンバーカードの有効期間を確認

した上で、券面の顔写真、申請者の顔貌及び事務処理端末の画面に表示

された記録する運転経歴情報の顔写真の同一性を確実に確認し、誤記録

 防止を徹底すること。

　　　　また、マイナンバーカードに運転経歴情報の記録を行った後は、個人

番号カードと運転免許証の一体化等に関する運用及び留意事項について

（令和７年３月３日付け警察庁丁運発第75号）において通達している免

許情報記録確認書を出力し、同確認書に記載された内容とマイナンバー

カードの券面に記載されている内容が一致しているかを、申請者と職員

 が対面で確認した上で、同確認書を申請者に交付すること。

  (2)　運転経歴情報に係る記載事項の変更

 ア　マイナ経歴証明書のみを有する者に係る住所等の変更の届出

マイナ経歴証明書のみを有する者は、住所、氏名又は生年月日に変更

を生じたときは、速やかに住所地公安委員会に届け出なければならない

こととされたが、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名

が記載されたマイナ経歴証明書（住所地公安委員会が必要と認める場合
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には、住民票の写し。）を提示する必要があることから、提示されたマ

イナ経歴証明書（住所地公安委員会が必要と認める場合には、住民票の

 写し。）から変更後の住所、氏名又は生年月日を確認すること。

また、マイナ経歴証明書のみを有する者が、国家公安委員会に対し、

国家公安委員会が特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための

措置として府令第21条の14第１項各号のいずれかに規定する方法により

同意をしているときは、住所、氏名又は生年月日の変更についての住所

地公安委員会への届出は不要であることから、当該措置に関する手続に

ついては、本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等

の運用について（令和７年３月５日付け警察庁丁運発第92号）において

通達しているマイナ免許証に係る住所変更ワンストップサービス等の利

 用開始手続に倣い、事務処理上遺漏のないようにすること。

なお、マイナ免許証のみを有していた際に、住所変更ワンストップサ

ービス等の利用開始手続を行っている者がマイナ経歴証明書のみを有す

る者となった場合は、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続

に関する情報が引き継がれるため、住所、氏名又は生年月日の変更につ

 いての住所地公安委員会への届出は不要である（同通達５）。

イ　運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書の双方を有する者に係る住所等

 の変更の届出

運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書の双方を有する者は、道路交通

法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。）第30条

の10第３項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載されたマ

イナ経歴証明書（住所地公安委員会が必要と認める場合には、住民票の

写し。）を提示する必要があることから、提示されたマイナ経歴証明書

（住所地公安委員会が必要と認める場合には、住民票の写し。）から変

 更後の住所、氏名又は生年月日の確認をすること。

  (3)　運転経歴証明書の返納及び運転経歴情報の抹消

 　　ア　運転経歴証明書の返納義務及び運転経歴情報の抹消義務

 　　　　運転経歴証明書を有する者が

 　　　　・　免許を受けたとき

　　　　・　運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証

 　　明書を発見し、又は回復したとき

　　　に該当する場合には、運転経歴証明書を住所地公安委員会に返納しなけ

ればならないとされているところ、同様にマイナ経歴証明書を有する者

が免許を受けたときは、住所地公安委員会にマイナ経歴証明書を提示し
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て運転経歴情報の抹消を受けなければならないとされたことから、事務

 処理上遺漏のないよう留意すること。

　　　　なお、マイナ経歴証明書を有する者が紛失を理由にマイナンバーカー

ドの再交付を受けた場合に、当該再交付を受けたマイナンバーカードに

運転経歴情報を再度記録した後に、紛失したマイナ経歴証明書を発見し

た場合は、当該発見したマイナ経歴証明書は、住所地市町村長等に返納

しなければならないこととされていることから（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、

個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令（平成26年総務省

令第85号）第28条）、住所地公安委員会において当該発見したマイナ経

 歴証明書に記録されている運転経歴情報を抹消する必要はない。

　　イ　任意のタイミングにおける運転経歴証明書の返納及び運転経歴情報の

 　　　抹消

　　　　運転経歴証明書を有する者が、運転経歴情報の記録を受けようとする

ときは、住所地公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴

証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができるこ

ととされたことから、都道府県公安委員会規則で当該返納届の様式等必

要な規定を整備すること。また、運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書

を有する者は、いつでも、住所地公安委員会に運転経歴証明書返納届を

提出して運転経歴証明書を返納することができることとされたことから、

上述の場合も含め、運転経歴証明書の返納の届出があった場合には適切

 に対応すること。

運転経歴情報の記録を受けた者は、いつでも、住所地公安委員会に都

道府県公安委員会規則で定める運転経歴情報抹消届を提出して運転経歴

情報の抹消を受けることができることとされたことから、都道府県公安

委員会規則で当該抹消届の様式等必要な規定を整備するとともに、当該

 抹消の届出があった場合には適切に対応すること。

  (4)　留意事項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）に基づく命令の規定によりマイナンバーカード

が失効した場合であっても、運転経歴情報の確認を行うことができること

 に留意すること。

 ２　改正内容の周知等

　　各都道府県警察においては、必要に応じて、各種免許関係手続における口

頭説明、更新連絡書、ウェブサイト、ソーシャルメディア等の活用により、
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 マイナ経歴証明書の制度概要の周知を図ること。

　　また、関係団体等に対し、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の制

度概要と併せて施策の趣旨及び内容について十分説明し、関係事務の処理の

 実施体制が整備充実されるよう積極的に働き掛けること。

 

 （本件担当）　　　　　　　　　　　　　

 警察庁交通局運転免許課　　　　　　　

 法令係（800-5375、5352、5366、5342）

 高齢運転者等支援係（800-5327）　　　


